
お
知
ら
せ

募

　集

相

　談

お
知
ら
せ

募

　集

相

　談

被
扶
養
配
偶
者
は
加
入
で
き
ま

せ
ん
。
年
金
の
給
付
は
、
年
金

額
の
加
入
口
数
、
年
金
受
取
期

間
は
給
付
の
型
に
よ
っ
て
決
ま

り
ま
す
。

※
掛
金
の
上
限
は
６
万
８
千
円

【
５
つ
の
メ
リ
ッ
ト
】

　

①
終
身
年
金
が
基
本
②
年
金
額

が
確
定
、
掛
金
額
も
一
定
③
税

制
上
の
優
遇
④
万
が
一
の
時
に

は
家
族
に
一
時
金
⑤
自
由
な
プ

ラ
ン
設
計

問
申

島
根
県
国
民
年
金
基
金

　
（
☎
０
１
２
０
65

４
１
９
２
）

（
担
保
険
年
金
課
）

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
受
付

●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
年
に
一
度
、
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。
対
象
の

方
に
は
６
月
下
旬
に
必
要
な
書

類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

●
提
出
期
間
／
８
月
１
日
㈪
～
31

日
㈬

※
土
日
受
付
／
８
月
27
日
㈯
、
28

日
㈰
９
時
～
12
時 

本
庁
の
み　

●
現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場

合
、
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
提
子
ど
も
政
策
課（
☎
21

６
６
０
４
）、

各
支
所
福
祉
担
当
課

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

障
が
い
者
手
当
等
の
現
況
届
受
付

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障

が
い
者
手
当･

障
が
い
児
福
祉

手
当･

経
過
的
福
祉
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
は
、
年
に
一
度

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
の
方
に
は
必
要
な
書
類
を

送
付
し
ま
す
。

●
提
出
期
限
／
９
月
９
日
㈮

●
現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場

合
、
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
提

福
祉
推
進
課（
☎
21

６
９
５
９
）、　

各
支
所
福
祉
担
当
課

特
別
児
童
扶
養
手
当･

障
が

い
児
福
祉
手
当･
特
別
障
が

い
者
手
当
の
申
請

【
①
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

●
対
象
／
心
身
に
中
度
か
ら
重
度

の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

●
月
額
／ 

１
級
５
１
，５
０
０
円

２
級
３
４
，３
０
０
円

※
児
童
が
施
設
入
所
中
の
場
合
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

【
②
障
が
い
児
福
祉
手
当
】

●
対
象
／
重
度
の
障
が
い
の
状
態

に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常

時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
児
童

●
月
額
／
１
４
，
６
０
０
円

※
児
童
が
施
設
入
所
中
の
場
合
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

【
③
特
別
障
が
い
者
手
当
】

●
対
象
／
20
歳
以
上
の
方
で
心
身

に
著
し
く
重
度
の
障
が
い
が
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

●
月
額
／
２
６
，
８
３
０
円

※
施
設
入
所
、
も
し
く
は
３
か
月

以
上
継
続
し
て
入
院
、
入
所
中

の
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

【
①
②
③
共
通
】

●
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
要
件
が

あ
り
ま
す
。

●
各
手
当
の
月
額
は
、
物
価
の
変

動
等
に
よ
り
改
定
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

問
申

福
祉
推
進
課（
☎
21

６
９
５
９
）、

各
支
所
福
祉
担
当
課

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
助

成
の
対
象
年
齢
要
件

●
助
成
対
象
年
齢
の
下
限（
３
歳

以
上
）を
撤
廃
し
ま
し
た
。

●
対
象
／
①
市
内
に
住
所
を
有

し
、申
請
前
年
度
末
に
お
い
て
、

18
歳
未
満
の
方
②
両
耳
の
聴
力

レ
ベ
ル
の
平
均
が
、
原
則
30
デ

シ
ベ
ル
以
上
70
デ
シ
ベ
ル
未
満

で
身
体
障
が
い
者
手
帳
の
交
付

対
象
と
な
ら
な
い
方

●
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

問
申
福
祉
推
進
課（
☎
21

６
９
６
１
）

福
祉
医
療
費
医
療
証
の

更
新
申
請

●
現
在
、
福
祉
医
療
証
を
お
持
ち

の
方
は
、
９
月
末
で
有
効
期
限

が
満
了
と
な
り
ま
す
。
対
象
の

方
に
は
７
月
末
に
案
内
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
受
付
期
間
／
８
月
１
日
㈪
～
31

日
㈬（
閉
庁
日
を
除
く
）

●
所
得
制
限
に
よ
り
前
年
度
非
該

当
と
な
っ
た
方
も
、
７
月
か
ら

所
得
判
定
年
度
が
変
わ
り
ま
す

の
で
、再
度
申
請
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
提

福
祉
推
進
課（
☎
21

６
６
９
４
）、

各
支
所
福
祉
担
当
課

国
民
年
金
基
金
に

入
り
ま
せ
ん
か

●
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金

の
第
１
号
被
保
険
者
が
老
齢
基

礎
年
金
に
上
乗
せ
す
る
公
的
な

年
金
制
度
で
す
。

●
加
入
で
き
る
方
は
、
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
自
営
業
な
ど
国
民
年

金
の
第
１
号
被
保
険
者
の
方
お

よ
び
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60

歳
以
上
65
歳
未
満
で
国
民
年
金

に
任
意
加
入
し
て
い
る
方
で
す
。

※
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入

し
て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
方
の

問 お問い合わせ先　申 お申し込み先　提 提出先
担 担当課

▪補助金額　�一戸あたり　上限40万円 
＊浴室25万円など、部位ごとに補助上限額を設定

▪助成対象　�既存の一戸建住宅のバリアフリー化のための�
リフォーム工事の一部を助成します。

▪助成条件　�65歳以上の高齢者もしくは身体障がい者と同居�
または、55歳以上の世帯主が居住する住宅

“バリアフリー”リフォームの助成事業

おたずね／
（一財)島根県建築住宅センター ☎０８５２－２６－４５７７
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お
知
ら
せ

募

　集

相

　談

お
知
ら
せ

募

　集

相

　談

農
業
振
興
地
域
整
備
変
更

計
画
案
の
縦
覧

●
縦
覧
期
間
／
８
月
１
日
㈪
～
31

日
㈬

●
出
雲
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

の
農
用
地
利
用
計
画
を
変
更
し

ま
す
の
で
、
そ
の
理
由
書
お
よ

び
計
画
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

※
出
雲
市
民
に
限
り
、
８
月
31
日

㈬
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
で

き
ま
す
。

問
申

農
業
振
興
課（
☎
21

６
７
６
２
）、

斐
川
地
域
：
斐
川
支
所
産
業
建
設

課（
☎
73

９
２
２
０
）

都
市
計
画
道
路
変
更
説
明

会
お
よ
び
意
見
公
述
会

【
説
明
会
】

●
対
象
路
線
／
斐
川
中
央
線
・
直

江
武
部
線
・
神
氷
富
村
線

●
と
き
／
８
月
９
日
㈫
19
時

●
と
こ
ろ
／
斐
川
文
化
会
館

＊
説
明
会
は
、
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

【
意
見
公
述
会
】

●
と
き
／
８
月
17
日
㈬
19
時

●
と
こ
ろ
／
市
役
所
斐
川
支
所
第

２
会
議
室

●
意
見
公
述
受
付
期
間
／
８
月
９

日
㈫
～
16
日
㈫

※
申
出
が
な
い
場
合
は
、
意
見
公

述
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。

問
申

都
市
計
画
課（
☎
21

６
７
４
４
）

農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
の
申
し
出

●
農
業
振
興
地
域
の
農
用
地
区
域

の
農
地
を
宅
地
等
に
転
用
す
る

た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
用

地
区
域
か
ら
除
外
し
た
う
え
で

転
用
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

●
該
当
す
る
方
は
、
必
要
書
類
を

添
え
て
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
申
出
期
間
／
８
月
１
日
㈪
～
31

日
㈬

　
（
次
回
の
申
出
受
付
は
平
成
29

年
２
月
に
な
り
ま
す
。）

問
申

農
業
振
興
課（
☎
21

６
７
６
２
）、

斐
川
地
域
：
斐
川
支
所
産
業
建
設

課（
☎
73

９
２
２
０
）

島
根
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

●
９
月
１
日
現
在
で
、
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
の
選
挙
人
名
簿
を

調
製
し
ま
す
。該
当
す
る
方
は
、

９
月
１
日
か
ら
５
日
ま
で
に
申

請
書
を
市
選
挙
管
理
委
員
会
に

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
に

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

●
該
当
者
／
①
１
年
に
90
日
以
上

漁
船
を
使
用
す
る
漁
業
を
営

み
、
ま
た
は
こ
れ
に
従
事
す
る

方
②
平
成
28
年
12
月
５
日
現
在

で
満
18
歳
以
上
の
方

問

出
雲
市
選
挙
管
理
委
員
会（
☎
21

６
5
５
９
）

有
害
鳥
獣
侵
入
防
止
柵
設
置

事
業
の
要
望
調
査

●
出
雲
市
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
協

議
会
は
、
平
成
29
年
度
、
シ
カ

や
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作
物
の

被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
侵
入

防
止
柵
を
無
償
で
貸
与
す
る
事

業
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

●
こ
の
事
業
は
３
戸
以
上
の
農
業

者
等
が
共
同
で
侵
入
防
止
柵
を

設
置
し
、
維
持
管
理
す
る
こ
と

な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
事

業
実
施
に
向
け
、
要
望
調
査
を

行
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
森
林
政
策
課
ま
で
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限
／
９
月
30
日
㈮

問

出
雲
市
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
協
議

会
事
務
局（
森
林
政
策
課
内
☎
21

６
２
７
９
）

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

に
基
づ
く
届
出
書
の
縦
覧

●（
仮
称
）ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
ウ
ェ

ル
ネ
ス
神
門
店（
神
門
町
）の
大

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ

く
届
出
書
を
縦
覧
し
て
い
ま

す
。
こ
の
届
出
に
つ
い
て
、
周

辺
環
境
保
持
の
見
地
か
ら
、
ど

な
た
で
も
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
期
間
／
９
月
30
日
㈮
ま
で

（
閉
庁
日
を
除
く
）

おたずね/広報情報課
☎21-8578

▪ と　き／8月22日（月）13時30分～16時
▪ ところ／市役所本庁　会議室
▪ 申込期限／8月15日（月）
▪ 対　象／市内に住所または勤務地が 
　 ある個人またはグループ（5人以内）
▪ 時　間／1人（グループ）30分以内
▪ 広報情報課まで電話で要申込

※「市長とふれあいトーク」は市民
の皆さんとの情報交換の場であ
り、陳情・要望・苦情等の直接交
渉の場ではありませんのでご理
解ください。

市長とふれあいトーク  ～わたしの政策提案日～

■ 実 施 日 ９月１０日（土）・１１日（日）
９月２４日（土）・２５日（日）

■実施時間 9：00～16：00
■受取場所 市役所本庁市民課

【注意点】
◆�郵送で「個人番号カード交付通知書」が届いている方が対象です。
◆�受取に必要な書類等については、通知書をご覧いただくか、市民課
までおたずねください。
◆�受取希望日の３日前までに予約が必要です。電話予約の際に、受取
希望日時を指定してください。※予約状況によってはご希望に添え
ない場合もありますのでご了承願います。

　「土日窓口サービス（9：00～12:00）」[本
庁市民課]においてマイナンバーカード（個
人番号カード）の交付を予約制で行ってい
ますが、次の日程については予約の枠を増
やして交付を行います。
　平日の受取が困難な方は、市民課へ事前予約のうえ
受取にお越しください。

予約連絡先・おたずね／市民課☎２１－２３１５

●
縦
覧
場
所
／
商
工
労
働
課

問

商
工
労
働
課（
☎
21

６
５
７
２
）

地
籍
調
査
の
登
記
完
了

●
小
津
③
地
区
の
地
籍
調
査
に
基

づ
く
登
記
事
務
が
完
了
し
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問

地
籍
調
査
課（
☎
21

６
６
１
０
）

広報いずも 2016.7.2023


